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老人福祉センター
「大堰永寿荘」
「南河原荘」

　一つの自治体として、目的が同じで且つ近距
離に立地する２ヶ所の施設を運営する必要は
ない。立地環境や活用拡大の可能性などから
「大堰永寿荘」を存続させ、「南河原荘」につい
ては廃止又は民間への売却・賃貸を検討する
こと。

　提言を尊重し、立地環境及び利用状況を鑑
み、費用対効果の観点から「大堰永寿荘」との統
合を目標としておりますが、「大堰永寿荘」及び
「南河原荘」の耐震診断が未実施であったため、
耐震診断実施後、その結果により、今後の方針
を検討してまいります。

行田市施設検討委員会
【提言対象施設に係る進捗状況】
平成２７年１２月末日現在

南河原支所
　支所機能を存続していくのであれば、空きス
ペースについては民間への賃貸を促進するこ
と。

　支所の空きスペースについては、関係部署と
連携を図り、民間への賃貸または公的機関の移
転も含めた方向で進めてまいります。

№ 施設名

　公共的な団体である南河原商工会と協議した結
果、平成２８年４月１日から支所の空きスペースを同
商工会へ賃貸することが決定しました。

旧南河原在宅介護
支援センター

対応策・方向性
（具体的に記入）

平成２７年１２月末日までの対応状況提言内容 所管

　両施設の耐震診断を行うための来年度の予算要
求を行いました。

　当施設は、県からの貸付金を償還中のため、民間
への売却又は賃貸は慎重に検討する必要があると
考えています。貸付金完済後、活用策を検討するこ
ととしました。

　施設自体が新しいことから、民間への売却又
は賃貸を早急に検討すること。

　当該施設の駐車場が、南河原荘と一体となっ
ていることから、南河原荘と併せて今後の方針
を検討してまいります。
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忍・行田公民館
　「忍・行田公民館」は、隣地にある旧図書館
跡地を活用し、建て替えを行うことが適当であ
る。

　平成２６年８月４日付の行田市施設検討委員
会からの市長への報告を踏まえ、新しい忍・行
田公民館は、隣地の旧図書館跡地に建て替え
ます。施設の規模等については他の地域公民
館とのバランスを考慮し、適正規模での建設を
行います。

　平成２６年１２月議会で設計業務委託の補正予算
が可決され、設計業務に着手した。また今年度９月
議会で工事請負費の債務負担行為補正予算が可
決されております。
　今後は、平成２８年１月に工事請負契約の入札を
執行し、２８年４月から本体・外構、機械設備、電気
設備工事に着手し、新公民館完成後、旧公民館の
取り壊しを実施する予定です。

老人ホーム
「大寿荘」

　老人ホーム大寿荘は、廃止することが適当で
ある。また、廃止する際には、入所者や職員の
今後について十分配慮し、適切に対処するこ
と。

　旧老人ホーム大寿荘は、平成24年3月31日を
もって閉鎖した後、老朽化も著しく他の用途での
利活用もないことから、施設を解体し、整地を
行ったところです。
　整地完了後、普通財産として、高齢者福祉課
から財政課に所管替えとなり、跡地の活用につ
いては、公共事業用地としての利用の計画がな
いことから、地元の要望の有無を把握し、要望
がある場合には、その有用性や実効性を検証す
るとともに、収入確保の観点から売却についても
併せて検討してまいります。

　地元での活用や公募での売却など、今後の活用
方法を検討してまいります。

総合公園プール
　行田市総合公園プールは廃止すること。また
廃止後の跡地利用については、市民の意見を
取り入れながら適切に対処すること。

　行田市総合公園施設再整備検討委員会を設
置し、プール跡地の再利用に向けた調査及び検
討を行い、スポーツ審議会からの「整備施設は
多目的グラウンドとする。」との答申を受け、再整
備を実施します。

　６月に解体工事設計委託、１１月に工事を発注しま
した。平成２８年３月１７日完了予定です。

所管
対応策・方向性
（具体的に記入）

平成２７年１２月末日までの対応状況

勤労会館

　施設本来の役割を終えているだけではなく、
民間への賃貸等を検討した場合においても、
老朽化による災害時の安全性が確保できない
ため、廃止すること。なお、廃止後は、土地の
有効活用の観点から、隣接する公園との一体
利用や民間への売却・賃貸などについて、積
極的に検討すること。

　施設本来の役割を終えていることから、H24.4.1
に廃止とした。解体には多額の費用がかかるこ
とや、今後の活用方針も確定していないこと、ま
た、駐輪場の倉庫が撤去される予定であり、市
の倉庫が手狭になることなどから、当面の間、各
課の備品等を収納するための倉庫として活用し
てまいります。

　雨漏り箇所の修繕を実施するため、平成２６年度
予算に防水改修工事費を計上し、平成２７年３月に
改修工事を行い、市の倉庫として活用を開始いたし
ました。
　なお、当該施設は普通財産として、所管を商工観
光課から財政課に移管しました。

№ 施設名 提言内容


